
地
域

に
お

け
る

災
害

医
療

体
制

に
関

す
る

課
題

と
今

後
の

方
針

 

○
各

県
で

医
療

チ
ー

ム
等

の
調

整
を

行
う

組
織

の
立

ち
上

げ
に

時
間

が
か

か
り

、
受

け
入

れ
体

制

が
不

十
分

で
あ

っ
た

 

○
地

域
に

お
け

る
病

院
や

避
難

所
へ

の
医

療

チ
ー

ム
の

派
遣

を
調

整
す

る
体

制
が

不
十

分
で

あ
っ

た
 

○
人

工
呼

吸
器

等
の

医
療

機
器

を
使

用
し

て
い

る
患

者
に

つ
い

て
、

停
電

へ
の

対
応

が
必

要
で

あ
っ

た
 

○
災

害
時

の
医

療
チ

ー
ム

等
の

派
遣

に
つ

い
て

、
災

害
対

策
本

部
内

の
組

織
（

派
遣

調
整

本
部

（
仮

称
）
）

の
設

置
に

関
す

る
計

画
を

事
前

に
策

定
 

○
派

遣
調

整
本

部
に

お
い

て
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
機

能
が

十
分

に
発

揮
さ

れ
る

よ
う

な
体

制
を

整
備

 

○
災

害
拠

点
病

院
以

外
の

医
療

機
関

の
広

域
災

害
・

救
急

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

(
E
M
I
S
)
へ

の
加

入
を

促
す

 

○
保

健
所

は
、

Ｅ
Ｍ

ＩＳ
が

未
整

備
又

は
機

能
し

て
い

な
い

場
合

に
お

い
て

は
、

直
接

医
療

機
関

に
出

向
い

て
情

報
把

握
又

は
当

該
医

療
機

関
に

お
け

る
Ｅ

Ｍ
ＩＳ

で
の

情
報

発
信

の
支

援
を

行
う

 

○
災

害
時

に
保

健
所

・
市

町
村

等
の

行
政

担
当

者
と

、
地

域
の

医
師

会
、

災
害

拠
点

病
院

の
医

療
関

係
者

、

医
療

チ
ー

ム
等

が
定

期
的

に
情

報
交

換
す

る
場

（
地

域
災

害
医

療
対

策
会

議
（
仮

称
）
）
を

設
け

る
計

画
を

、

事
前

に
策

定
 

○
地

域
災

害
医

療
対

策
会

議
に

お
い

て
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
機

能
が

十
分

に
発

揮
さ

れ
る

よ
う

な
体

制
を

整
備

 

○
医

療
機

関
が

自
ら

被
災

す
る

こ
と

を
想

定
し

て
防

災
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
す

る
こ

と
が

有
用

。
 

○
医

療
機

関
は

、
業

務
継

続
計

画
を

作
成

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

○
人

工
呼

吸
器

等
の

医
療

機
器

を
使

用
し

て
い

る
よ

う
な

患
者

等
を

か
か

え
る

医
療

機
関

は
、
災

害
時

に
お

け
る

こ
れ

ら
の

患
者

の
搬

送
先

等
に

つ
い

て
計

画
を

策
定

し
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

●
都

道
府

県
 

●
保

健
所

管
轄

区
域

・
市

町
村

単
位

等
 

●
医

療
機

関
 

今
後

の
方

針
 

（
平

成
2
4

年
３

月
2
1

日
付

厚
生

労
働

省
医

政
局

長
通

知
 

「
災

害
時

に
お

け
る

医
療

体
制

の
充

実
強

化
に

つ
い

て
」
）

 

東
日

本
大

震
災

を
踏

ま
え

た
課

題
 

（
「
災

害
医

療
等

の
あ

り
方

に
関

す
る

検
討

会
報

告
書

」
）
 

※
下

線
部

は
通

知
に

よ
り

新
た

に
示

さ
れ

た
内

容
 

資料６



県災害対策本部と災害医療調整機能（検討案）について  

 

 

本部長（知事） 

副本部長（副知事、防災局長） 

健康福祉部健康担当局長 

県災害対策本部 本部員会議 

・・・ 
・・・

・・・ 
・・・ 
・・・ 

本
部
員 

議長（健康担当局長）

災害医療コーディネーター 

（大学病院、災害拠点病院） 

県医師会 

県歯科医師会 

県薬剤師会 

県看護協会 

県病院協会 

構
成
員 

県災害医療派遣調整会議（仮称） 

方面本部長 
（県民事務所長、東三河総局長） 

副本部長 
（新城設楽振興事務所長、県民事務所次長、県民センター長）

保健所長 

・・・ 
・・・

・・・ 

本
部
員 

方面本部員会議 

議長（保健所長）

災害医療コーディネーター 

（災害拠点病院、地区医療機関） 

地区医師会 

地区歯科医師会 

地区薬剤師会 

地区看護協会 

地元自治体 

消防等関係機関 

構
成
員 

地域災害医療対策会議（仮称） 

主な検討・調整内容 

・地域間における患者の搬送計画 

・地域間のスタッフの派遣・調整 

・地域間の医薬品等物資の流通支援 

・他の地域等の被災情報の提供 

・DMAT からの引継ぎ支援 

連携 

連携、調整、情報提供 

主な検討・調整内容 

・患者の搬送 

・スタッフの派遣・調整 

・医薬品等物資の流通支援 

・被災情報の集約・共有 

・DMAT からの引継ぎ 


